
・業務用オゾン発生装置による除菌・ウイルスの不活性化実施

・エントランスに除菌ジェルの配置

・全換気設備強制稼働

・２０時以降の入館禁止（業社様片付け等は 21 時まで）

・別館貸出停止

＜淨蓮会館本館有効換気風量仕様＞
　木蓮の間　合計４台　合計 2,001 立方メートル毎時

　蓮華の間　合計２台　合計 550 立方メートル毎時

　親族控室（和室）　　　 　　96 立方メートル毎時

　導師控室（和室）　　　 　　72 立方メートル毎時

　トイレ　　合計２台　合計 144 立方メートル毎時

　炊事室　　　　　　　　　 590 立方メートル毎時

　全館総有効換気風量 3,453 立方メートル毎時 ※パナソニックカタログ値より換算

＜オゾン発生装置による処理内容＞
　浄蓮会館本館貸出前の無人時に業務用オゾン発生装置による除菌・ウイルスの

不活性化処理を換気しながら実施しております。

　貸出時にはオゾン残留濃度 0.01ppm 以内になるよう強制換気しております。

お客様各位

　平素より淨蓮会館に格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

ご承知のとおり、指定感染症「新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)」が

感染拡大しており、淨蓮会館では以下の対策を実施しております。

感染防止にご協力いただきますようお願いいたいます。

入館時に除菌ジェルにより手・指を除菌していただくよう、またご利用時には

全館換気扇を稼働していただきますようお願いいたします。

※通夜付添（宿泊）禁止、別館全日使用禁止とさせていただきます。
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